
旧小佐野中学校解体工事 

⼊札留意事項について 

 

 

契約工期 

契約年⽉⽇〜令和 6 年 2 ⽉ 29 ⽇（木）【8 ヵ⽉】 

 

 

最低制限価格の算出について 

当該工事は、公表されている算出方法 

「2.特別なもの」に該当しません。 

 



明
示
項

明　示　事　項
適用の
有無

１．他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の
　　施工時期全体工期等に影響がある場合は、影響を受
　　ける部分及び内容並びに他の工事の内容及び開始又
　　は完了の時期

２．施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、
　　制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法

３．当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある
　　場合は、制約を受ける内容及びその協議内容並びに成立
　　見込み時期

４．関係機関、自治体、施設管理者等との協議の結果、特定
　　の条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、
　　影響を受ける部分及び内容

５．工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査
　　を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又は、地
　　下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期
　　間

６．設計工程上見込んでいる休日日数以外の作業不能日数
　　等

・ 本工事は、岩手県県土整備部週休２日工事実施要領に定める

「週休２日工事（受注者希望型）」である。

受注者は、契約後速やかに、週休２日の実施の有無について、監督職員と
協議すること。

・ 実施にあたっては、「岩手県県土整備部週休２日工事実施要領」に基づき行
うこと。なお、週休２日に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。

・ 週休２日への取組状況や効果・課題等を把握するため、アンケート調査等を
実施する。

・ 週休２日に取り組んだ受注者については、県のホームページ等で公表する。

・ 詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部週休２日工事実
施要領」を参照すること。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/10202
85/1020291.html
《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工
事＞いわてのi-Construction（アイ・コンストラクション）＞工事における担い手
確保対策　（週休２日工事実施要領）》

８．その他

１．施工のための仮用地等として施工者に、市有地等を使用
　　させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、仕様条件、
　　復旧方法等

２．その他

１．工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等防止
　　）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等の指定
　　が必要な場合は、その内容

２．工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地
　　下水の枯渇等が予測される場合、又は、電波障害等に起
　　因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後等調査
　　の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調
　　査方法、範囲等

３．その他

１．交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間

２．鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事に
　　おいて施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その
　　内容

３．落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合
　　は、その内容

４．交通誘導員の配置を指定する場合は、配置場所、配置者
　　数、編成等

５．有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必
　　要な場合は、その内容

６．その他

１．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
２．図面等に内容を明示する場合には、内容欄にその旨を明記すること。

北側、南側に１人ずつ配置。
※詳細は仮設計画図（K－98）による。

工事着手前に木造住宅、老健福祉施設計６棟の事前調
査を行う。
※詳細は設計書による。
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７．週休２日工事の対象
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明示
項目 明　示　事　項

適用の
有無 内　　容

１．一般道路を搬入、搬出路として使用する場合

　(1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等
　　に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等

　(2) 搬入、搬出路の使用中及び使用後の処置が必要である
　　場合は、その処置内容

２．仮道路を設置する場合は、その仕様と設置期間及び工事
　　終了後の処置

３．その他

１．仮土留、仮橋、足場等の仮設を他の工事に引渡す場合及
　 び引き継いで使用する場合は、その内容、引渡期間、条件
　 等

２．仮設の構造、工法及びその施工範囲を指定する場合は、
　　その構造、工法及びその施工範囲

３．仮設の設計条件を指定する場合は、その内容

４．その他

１．建設発生土が発生する場合は、その受入場所及び仮置き
　　場所までの距離等及び処分又は保管条件

２．建設副産物の現場内での再利用又は減量化が必要な場
　　合は、その内容

３．建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処
　　理方法、処理場所等の処理条件
　　なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場
　　合は、その受入場所、距離等の処分条件

４．その他

１．地上、地下等における占用物件の有無及び占用物件等で
　　工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位
　　置、移設時期、工事方法、防護等

２．地上、地下等の占用物件に係る工事期間と重複して施工
　　する場合は、その工事内容、期間等

３．その他

１．排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指
　　定する場合は、その工法、処理の方法、放流先、予定さ
　　れる排水量、水質基準及び放流費用

２．水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間

３．その他

１．薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、
　　範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等

２．周辺環境に与える影響の調査が必要な場合は、その内容

３．その他

１．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
２．図面等に内容を明示する場合には、内容欄にその旨を明記すること。

薬
液
注
入
関
係
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※　建設発生土の受入場所、仮置き場所及び再生資源化等施設等については、積算上の条件明示であり、場所等を指定するものではない。
　　 なお、監督職員が承諾した場合は、発注者の提示と異なる場所等にすることができるが、設計変更の対象とはしない。
     ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。
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明示
項目

適用の
有無

・

・詳細については、以下のホームページ「現場代理人の
兼務に関する取扱い」を参照すること。
https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010476/1038434.
html

・

・詳細については、以下のホームページ「監理技術者の
兼務に関する取扱い」を参照すること。
https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010476/1038354.
html

《岩手県トップページ＞県政情報＞入札・コンペ情報＞県営
建設工事入札＞県営建設工事入札新着情報＞監理技術
者の兼務に関する取扱い

・

・

日間

日目

・

・

・

・

・

・

・

・ 詳細については、以下のホームページを参考とすること。

《岩手県トップページ⇒ 県土づくり⇒ 建設業⇒ 建設技術関連⇒  設計・積算・入札⇒  技術関連等⇒  【建築工事関係】「余裕
期間」の設定について 》

工事請負契約書別記第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。

余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うこ
とができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により
行うものとする。

余裕期間：契約書に定める工期の始期日から

検
査
及
び
立
会

３．「工事請負契約締結後における単価適用年月変更」の有
　　無

２．「監理技術者の兼務の適用」の有無

別添「東日本大震災に伴う特例措置内容」による

３．検査員の指定部分検査を受ける工種がある場合は、その
　　工種及び工事段階

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事である。

４．「労働者確保に要する共通費の実績変更」の有無

本工事は、監理技術者の兼務に関する取扱い（令和３
年３月５日付け出総第337号）に基づき、２件の工事で
監理技術者を兼務できる対象である。

２．検査員の中間技術検査を受ける工種がある場合は、その
　　工種及び工事段階
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特
例
措
置
関
係

本工事は、現場代理人の兼務に関する取扱い（令和３
年３月８日付け出総第341号。以下「兼務に関する取扱
い」という。）に基づき、２件の工事で現場代理人を
兼務できる対象であり、工事請負契約書別記第10条第
３項に基づき現場代理人について工事現場における常
駐を要しないものとする。

５．「遠隔地からの資材調達に要する輸送費」の有無

６．「余裕期間の設定」の有無

工事請負契約書別記第16条第２項の規定に基づく、工事用地の管理は、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行う
ものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。

工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材の確保が図られる場合等は、受発注者協議により、工事開始日を変更
することができるものとする。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1010910.html

明　示　事　項

１．監督職員の立会のうえ施工すべき工種がある場合は、そ
　　の工種及び立会時期

工事請負契約書別記第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するも
のとする。

工事請負契約書別記第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期
日までを対象とするものとする。

工事実績情報サービス(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜
日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。

工事開始日：契約書に定める工期の始期日から
※いずれも工期の始期日を含めて数えた日数とする。

○○

○○+１

本工事の余裕期間及び実工期の始期日(工事開始日)は以下のとおりとする。

内　　容

《岩手県トップページ＞県政情報＞入札・コンペ情報＞県営
建設工事入札＞県営建設工事入札新着情報＞現場代理
人の兼務に関する取扱い

１．「現場代理人の兼務の適用」の有無　　

有
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有
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有
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有
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有
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有
無
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明示
項目

適用の
有無

・

・

・

・

１．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
２．図面等に内容を明示する場合には、内容欄にその旨を明記すること。
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明　示　事　項 内　　容

そ
 

の
 

他

１．工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内
　　での再使用の有無、引き渡し場所等

２．支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品
　　質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等

３．関係機関・自治体等との近接協議に係る条件及びその内
　　容等

７．部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時
　　期

 ９．その他

４．架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件

５．工事用水及び工事用電力等を指定する場合は、その内容

６．新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工事＞建設キャリアアップシステム活用モデル工事に
ついて》

適用が「有」の場合は、モデル工事の実施の有無に関わらず、要領第８によりアンケートを提出する必要があること（要領第４第３
項の協議によりモデル工事を実施した場合も含む。）。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1058795.html

８．建設キャリアアップシステム（CCUS）活用モデル工事

本工事は、受注者が希望するＣＣＵＳを活用した工事（以下「モデル工事」という。）の対象である。

詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領（以下「要領」と
いう。）」を参照すること。
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３．杭

㈲アルファ－システム
図面番号

設計番号

縮尺図面名称

工事名称

承認年月日

承認印検　図

担　当製　図

設　計設計年月日日月訂　正

(A1)

(A3)

1/1

1/2
Ａ１

TEL 0193-23-9970 Fax 0193-23-1120 旧小佐野中学校解体工事岩 手県釜 石市 小佐 野町 2丁 目 4番 15

一級建築士　（大臣）登録　第２３４５８１号　　　　　　柏舘　旨緒

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

塗装工事
内装工事

建具工事

１
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

・木質系床仕上げ工事作業

・バルコニー施工（金属バルコニー工事作業）

                ・カーペット系床仕上作業

・ガラス施工（ガラス工事作業）
・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

・左官（左官作業）

・内装仕上施工（・プラスチック系床仕上工事作業
・塗装（建築塗装作業）

・自動ドア施工（自動ドア施工作業）
・ガラス施工（ガラス工事作業）

・カーテンウォール施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）

・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）
左官工事

・建築板金（内外装板金作業）
金属工事 ・内装仕上施工（鋼製下地工事作業）

舗装工事
                ・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ作業     ）
・路面表示施工（・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業
・配管（建築配管作業）
・表装（壁装作業）

排水工事

・造園（造園工事作業）植栽工事

                ・ボード仕上工事作業          ）

・建築大工（大工工事作業）木工事
・タイル張り（タイル張り作業）タイル工事

石工事 ・石材施工（石張り作業）

防水工事

            ・合成ゴム系シート防水工事作業

・防水施工（・アスファルト防水工事作業
            ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
            ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業

            ・塩化ビニル系シート防水工事作業

            ・シーリング防水工事作業
            ・セメント系防水工事作業

            ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業
            ・ＦＲＰ防水工事作業           ）

屋根及びとい工事
・建築板金（内外装板金作業）
・かわらぶき（かわらぶき作業）

※　作成する

 　　　　　　　　・ 利用できない

分　類
※カラー
・白黒

※Ｌ
サイズ

・２Ｌ
・六切り

撮影箇所数

撮影要領の
完成写真程度

（台紙寸法323×270程度）
・フリーアルバム

ポケット式程度

・

提出様式部  数

・  部

・　作成しない

工事目的物及び工事材料等について，次により保険に付す。
保険の種類
保険期間 ※　工事着手から工事目的物引き渡しまで

※　建設工事保険 ・
・

１．仮囲い
・  万能鋼板  （H=          ）
・  単管シート（H=          ）
・  防音パネル（H=          ）

・  防音シート（H=          ）

・  設けない

２．騒音、防塵等
の対策

[2.2.1]
・　防音パネル

・　設けない

３．交通誘導員

４．監督職員
事務所

・  設ける
・  既存建物内の一部を使用する。
・  構内に新設する  （規模          ㎡程度）

※  設けない

５．工事表示板

・  備え付ける備品  （                             ）

２
　
　
　
仮
　
　
　
　
　
設
　
　
　
　
　
工
　
　
　
　
　
事

※工事用アルバムA4版

・  波形鉄板  （H=          ）

６．工事用水

７．工事用電力
 　　　　　　　　・ 利用できない

※　指定しない　　・　指定する（図示）８．工事用通路

・　防音シート ・　養生シート

８．完成写真

９．火災保険等

・５．足場等 外部足場
・　　　　　　　　）

・設置しない

・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲

・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲
・　　　　　　　　）

・設置しない

<表2.2.1>

防護シート

内部足場 ・設置する　　（・　　　　　※脚立，足場板等）
・設置しない

　・材料，撤去材等の運搬方法
　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種）

　　　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　　（　　　　　　　　）
　　　　Ｃ種：利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　　）

　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労
 働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工
 法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場
 に関する基準」によること。

３．

 
 
  
解
 　
 
 
 体
　
　
　
施
　
　
　
工
　
 
 

１．解体工法
シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。

（建設リサイクル法規則第２条）」による。

提出し，承諾を得ること。

２．施工計画書等

※  解体工法は，低振動・低騒音型の機械器具等の選定を心がけ，防音

※  解体方法及び手順は，「分別解体等に係る施工方法に関する基準

杭の解体

杭の解体工法
・　引き抜き工法　（・　振動　　　・　ケーシング　　　・　　　　　)
・　粉砕による解体

４．樹木等

５．地下埋設物の
埋設配管

地下埋設物及び埋設配管の解体

６．解体後の整地 解体後の埋戻し及び盛り土
・　行う

埋戻し及び盛土の材料
・　Ａ　種 ※　Ｂ　種 ・　Ｄ　種

・  酸素・アセチレン・軽油等の危険物は所定の位置に施錠できる小屋等に
保管すること。

・  作業通路は，指定通路表示を行い，足場等の堅固なもので頭上の保護を
行うこと。

・  建物周辺は，粉塵防止や火災発生に備えて散水を行うこと。

10．その他

・　行う　（※杭頭から　　　ｍまで　　　・全長　）

整地の高さ ・　現状ＧＬ

・　で破砕したもの（粒径４０㎜以下）を使用する。
・　構造物撤去等により自現場で発生するコンクリート塊を現場内

m3
Ｃ種の場合

建設発生土受入れ量
発生場所
受入条件

工程表・施工計画書・仮設計画書等は，工事契約後速やかに監督職員に

[3.9.2]

樹木の移植　　　　　　　　　　・　行う（図示による）

[1.2.1～2]

[3.11.1]

[3.12.1]

[3.13.1]

(3.2.3)(表3.2.1)

・  工事に関係部分の出入の表示を行うこと。

[2.3.1]

<2.2.4>

 ・　構外に搬出し適切に処理する。
　　処理  ・　構外指示の場所に搬出する。

 ・　構内指示の場所に敷きならす。
 ・　構内指示の場所にたい積する。

　　　　 受入れ施設名・所在地（km）

(3.2.5)７．建設発生土の

１．再資源化等
中間処理施設又は

種類

・蛍光ランプ
HIDランプ

管・継手

建設廃棄物の

種類

再資源化施設の名称等
所在地

（ｋｍ）

種　　　類 利用する場所(箇所)等
現場利用する再資源化された建設廃棄物

建設廃棄物の

　　こととし，すりへり減量を50％以下にすること。
　て利用する場合は，標準仕様書(表22.3.3)の再生材クラッシャランによる

・コンクリート

・コンクリート及び
鉄から成る建設資材

・アスファルト、
コンクリート

・金属類

・ガラス

・小形二次電池

所在地
（ｋｍ）

再資源化施設の
名称等

・する
・しない
・する
・しない
・する
・しない

再資源化の
有無

・硬質ポリ塩化ビニル

［1.3.10］[4.4.1]

[4.4.1]

[4.4.1]

４
　
　
建
　
　
設
　
　
廃
　
　
棄
　
　
物
　
　
の
　
　
処
　
　
理

１．施工調査

２．特別管理産業
廃棄物等の

所在地等（ｋｍ）処分場の名称特別管理産業
廃棄物の種類

仕様等（型式、厚さ、数量）材　料　名 調査の範囲

・　廃石綿

備考所在地(Km)種　　類 処理施設名称等
・CCA処理木材

含有石膏ボード
・ヒ素又はカドミウム

＜対象となる石膏ボード＞
小名浜吉野石膏（株）　いわき工場　昭和48年10月～平成9年4月の間に

製造されたもの

製造されたもの
日東石膏ボード（株）　八戸工場　　平成4年10月～平成9年4月の間に

[4.5.1]

[5.1.2]

３．PCBを含む
機器類等

[5.1.3][1.2.2]
※　種類別に具体的な処理計画を定め施工計画書に記載する。

処理計画

・　

５
　
　
特
　
別
　
管
　
理
　
産
　
業
　
廃
　
棄
　
物
　
処
　
理

３．最終処分 ・（安定型)
備考所在地(Km)受入施設名称等種　　類
[4.4.3]

２．産業廃棄物
広域認定制度
の活用

種　　　類 所在地等（ｋｍ）
[4.4.2]

ものではない。なお、上記によらない場合は、監督職員と協議すること。
また、処理、処分に先立ち処分場等の受入の可否を確認すること

１～３の処理、処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定する

・（管理型)　(遮断型）
備考所在地(Km)受入施設名称等種　　類

４．処分に注意を
要する
建設廃棄物

・　図示による

※営繕工事

（解体工事編）

次のものを原版（ネガ又は電子媒体）とともに監督職員に提出する。

　なお，原版を電子媒体とする場合は、CD等でも提出すること。

2ｍ

※  建設リサイクル法による標識を設置する。
・　事業コスト表示板　　設置枚数　　枚
※　工事表示板　　　　　設置枚数　１枚　

※  設ける  （位置、延長等は図示）

※　設ける

・  シートゲート  
・  パネルゲート 

・　行う

がれき類、ガラス、廃プラ

がれき類（ｱｽﾍﾞｽﾄ含）

解体工事　特記仕様書（1） 1

）

Ⅰ　工  事  概  要

２　工　事　場　所
３　用途地域等

都市計画区域（・　内　・　外）　用途地域（　　　　　　　　　　　　）
防火地域等（・　防火　　・　準防火　　・　指定なし　　・　２２条　）
その他の地域・地区（

４　主　要　用　途

１　工事名称

特 　 記 　 仕 　 様 　 書

釜石市小佐野町３丁目６番４６号

第１種中高層

Ｋ

 構内既存の施設　・ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償）

 構内既存の施設　・ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償）

指定無し

指定無し

指定無し

指定無し

指定無し

指定無し

指定無し

※　鉄筋コンクリートを現地で破砕し，再生材クラッシャラン（0～40）とし

９　特記仕様書の範囲
特記仕様書は、本特記仕様書のほか以下の○印もので構成する。

・

Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様

１．共通仕様

・　外構工事特記仕様書
・　電気設備工事特記仕様書

・　植栽工事特記仕様書
・　機械設備工事特記仕様書
・

（以下「改修標準仕様書」という。）による。

２．特記仕様
１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。
２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　目章

なお、施工条件明示書は特記仕様書に含める。

適用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。

「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。
３）特記事項に記載の［　］、（　）及び＜　＞内の表示番号は、それぞれ「解体共通仕様書」、

１．一般事項
上、指示に従うこと。

・　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合には、監督職員に報告の

・　請負業者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事
の円滑な進捗をはかること。

・　工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の
状況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督
職員に提出すること。

・　施工体系図を現場に掲示すること。

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

６　工 事 の 概 要

５　敷　地　面　積 11,248.88　㎡（国土調査　平成14年度）

RC造　３階建て　西側校舎　　　　　　　　延べ床面積　1,590㎡

RC造　２階建て　北東校舎（渡り廊下）　　延べ床面積　　135㎡

 S造　２階建て　西側校舎（渡り廊下）　　延べ床面積　　 48㎡

・　配置しない※　配置する

 W造　平屋　　　部室棟　　　　　　　　　延べ床面積　　 45㎡

※　火災保険

RC造　４階建て　北東校舎（北棟）　　　　延べ床面積　　732㎡　+　6.0㎡

・紙

※　大型家電・小型家電についてもリサイクルの対象。

８　そ　　の　　他

敷地東（小佐野小学校）側のＲＣ土留擁壁はそのままとする。

着工前に発注者の処分品の最終確認を行う。

※　Ｃ　種

埋戻し範囲 ※　図示による

監督員の指示による。

※２部

・　工事対象範囲

 SRC造　２階建て　屋内運動場　　　　　　　延べ床面積　1,155㎡

・　図示

JIS　A　1481

旧小佐野中学校解体工事

PCB（ポリ塩化ビフェニール）含有機器

PCB含有シーリング材

PCBを含有する機器等については、飛散、流出がないように適切な容器に
納めて適切な場所に保管し、工事完了後、監督職員を通じて保管事業者に
引き渡す。

・フロン

保管場所・処分場の
所在地等処分場の名称等

回収業者又は
名称

対象機器回収又は処分を行う
副産物の種類

・ハロン
・イオン化式感知器
・六フッ化硫黄(SF6)ガス

・　無

・　無
・　有（施工範囲は図示）

・　有（数量は図示）

[7.3.1]

[5.4.1]

[5.4.1]

５．調査済資料

仕様等（型式、厚さ、数量）材　料　名 調査の範囲

軒天、天井

床、天井

天井、断熱材、野地板
ﾛｯｸｳｰﾙ保温材、ﾊﾟｰﾗｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
吸音ﾃｯｸｽ、ﾌﾟﾗｽﾀｰ吹付け、

アスタイル、蛭石含有吹付、吸音ﾃｯｸｽ

有孔石綿板、化粧ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ、防火ﾗｲﾄ
西側校舎

北東校舎

体育館、機械室、
消火栓ポンプ室

外装吹付け材
西側校舎
北東校舎

※PCB（ポリ塩化ビフェニール）含有機器が機器等は確認されていないが、

　確認された場合は、監督職員に報告のうえ適切な処置を行うこと。

４．特殊な建設
副産物の回収
及び処分

ただし，「解体共通仕様書」に記載されていない事項は，「公共建築工事標準仕様書（最新
版）」(以下「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書(最新版）」

「建築物解体工事共通仕様書(最新版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。

RC造　４階建て　北東校舎（南棟）　　　　延べ床面積　2,460㎡

７棟　合計　6,171㎡

一級建築士事務所（岩手県知事）登録か（2704）第1003号　管理建築士

R4 10 15

上記建物（７棟）と敷地内外構設備・樹木を解体・伐採　

仮設工事 ・とび（とび作業）

・型枠施工（型枠工事作業）
・鉄筋施工（鉄筋組立作業）

・該当する作業がある以下の職種（作業）の全て
 技能検定職種（技能検定作業）

コンクリート工事
鉄筋工事

以下の該当工事
　工　事　種　目

・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）
・ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）コンクリートブロック・ALCパネル

・押出成形セメント板工事

鉄骨工事 ・とび（とび作業）
・鉄工（構造物鉄工作業）

・　施工条件

７　別  途  工  事 「残置した基礎が不要になった場合にそれらを撤去する工事」「整地工事」、

樹木の伐採又は伐根　　　　　　・　行う（図示による）

事前調査以外西側校舎・渡り廊下

JIS　A　1481 事前調査以外

JIS　A　1481 事前調査以外

※　発注者資料（事前調査R3年）

(CORINS)の
登録

・　適用しない

※　適用する（請負精算額が500万円以上の場合）３．工事実績情報

技術者
※　適用しない・　適用する４．電気保安

工事の施工中に事故が発生した場合は，直ちに監督職員に通報するととも
５．事故報告

[1.1.4]

[1.3.3]

[1.3.8]

に，別に指示する「事故報告書」を指示する期日までに監督職員に提出する。

受注時、変更時及び工事完成時にあらかじめ監督職員の確認を受け、

の受領書を、監督職員に提出すること。
契約締結後及び工事完成後10日以内に登録手続きを行い、工事カルテ

６．技能士
 ・　下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配

 ※　下表で技能士を適用することとした職種に、１級、２級又は単一級技能
    置する。

   士を配置する。

［1.5.2］

・　建築物解体工事共通仕様書・同解説（最新版）
・　公共建築物改修工事標準仕様書、公共建築物工事標準仕様書（最新版）

・　建設副産物適正処理推進要綱

・　営繕工事写真撮影要領及び工事写真の撮り方（建築編）（最新版）

・　建設リサイクル法

２．適用手引書等

・　家電リサイクル法・小型家電リサイクル法

①「掘削・盛土の面積は3,000㎡未満の範囲とする」

②近隣（小学校、老人ホーム、図書館）の行事など確認・協力をする。

７．完成図等

学校

ただし、地中（GL-100程度）以深の基礎・基礎梁を残置する。

　（仮置き盛土、粗整地、伐根、杭抜きも面積に含む）

調査範囲　　※　着工前　図示（配置図）
※　完成時　聞取り調査を行い別途必要に応じて調査とする。

※存置物の位置・大きさ・深さの記録（図面・写真）を作成し、

※その他は監督員に指示による

　発注者（2部）、土地所有者（1部）、施工者（1部）

　がそれぞれ残置物が撤去されるまで残置理由書（別添）と共に保管する。

（図示の基礎を除く）

ただし、掘削・埋戻し部範囲のみ
北東校舎

屋内運動場・部室棟

３０検体

３０検体

１５検体

木くず、繊維くず







屋内運動場

15mx15m 225㎡

雨水側溝

東校舎東校舎

㈲ ル －システ
面番号

設計番号

縮尺面名称

工事名称

承認年月日

承認印検

担 当製

設 計設計年月日日月訂 正

(A1)

(A3)

TE１ 0193-23-9970 Fax 0193-23-1120岩手県釜石市小佐野町2 目4番15
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小佐野中学校解体工事
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G１-1100

隣地 小佐野小学校

：掘削 盛土範

：仮置き盛土範

：段差解消盛土範

：基礎 置範 G１ 部を撤去解体

解体後掘削範 を均し 浮石等を撤去す 現況Ｇ

解体範

解体後埋戻し

解体後埋戻し

解体後埋戻し

解体後埋戻し

解体後埋戻し
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掘削＋盛土 面積

部室棟

土砂仮置場

10mx10m 100㎡

樹木伐採時掘削：44本ｘ1mx1m 44㎡

東校舎段差解消盛土：77ｍｘ4ｍ 308㎡
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建物周 作業用掘削：外周約564ｍｘ掘削幅0.5m 282㎡ 深さ0.2m程度

色塗 面積：1,774㎡

G１-み0

土砂仮置場

10mx10m 100㎡

土砂仮置場：100㎡+100㎡+225㎡ 425㎡

※ 掘削＋盛土 面積 2,833㎡ 3,000㎡






























































































































































































